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学校法人〇〇学園　
理事長　様

評議員会の招集手続省略に関する同意書

私は、私立学校法第74条の規定（招集手続の省略）に基づき、招集の通知を発することなく下記のとおり評議員会を開催することに同意します。

記

1　日　時
　　令和〇年〇月〇日（◯曜日）　〇時〇分～

2　場　所
　　学校法人〇〇法人本部　会議室

3　議題・議案
　　

以上　

年　　月　　日　

評議員　　　　　　　　　　　　　
【様式例に関する補足】
・招集通知の省略をする場合は評議員全員の同意が必要です。
・なお、定時評議員会は、必ず理事会と定時評議員会の間隔は１週間（中７日）以上あける必要があります。
また、計算書類、事業報告書、監査報告書を招集通知に併せて事前送付する必要があるので、招集の通知を省略
しないでください。
【参考条文】
［私立学校法第105条第１項（計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等）］
第百五条　理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。
［私立学校法第106条第１項（計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等）］
第百六条　学校法人は、計算書類等及び監査報告を、前条第二項の定時評議員会の日の一週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない






